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本資料は、学校保健法第２９条に基づき、高島第三小学校で策定して

いる「危機管理マニュアル」のうち、震災編のみ抜粋したものとなりま

す。板橋区立学校では、子どもたちが在校時において、震度５弱以上の

地震が発生した際には、原則として保護者に引き渡すことになっていま

す。本資料の公開にあたっては、学校と地域、保護者の皆様が震災発生

時の対応について共有することで、子どもたちの安心・安全確保につな

げていくことを目的としています。 

 

 



（１）震災時の対応(授業時) 

 

緊急地震 

速報 

 児童を緊急避難させる 

  教室・・・机の下にもぐらせる 

  校庭・体育館・・・真ん中に集まりすわらせる 

  

        

 地震発生  管理職不在の場合は、職員室にい

る教員が対応する。 

  

        

 教室にいると危険か      

       

    校内放送で危険がないことを

知らせる。 

  

      搬出(事務主

事・ビソー工

業)重要書類

の搬出をす

る。 

 副校長が校内放送で避難させる。火災が発生した場合は、消防署、

警察署、教育委員会に連絡する。(管理職が不在の場合は職員室にい

る教員。) 

 担任は、児童を安全に体育館、または校庭へ避難誘導する。 

 人員の異常の有無を報告する。 

 事務主事等は児童が安全に避難したか確認し、報告する。 

 

        

    救護(養護教諭) 

  負傷者の救護にあたる。 

  

       

 （学校を含むエリアの震

度５弱以上の地震が発生

の場合） 

児童を学校に待機させ、

保護者に引き渡す 

  ＜校長・副校長＞ 

 

  ○情報の整理と提供 

  ○保護者等への説明 

  ○報告書の作成 

  ＜生活指導部会＞ 

  ○反省、マニュアルの見直し 

＜担任・養護教諭等＞ 

  ○心のケア 

     

 （三次避難場所） 

赤塚公園に避難し、保護

者に引き渡す 
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（２）震災時の対応(授業以外時) 

 

緊急地震 

速報 

 緊急避難 

  「落ちてこない」「倒れてこない」場所を見つけて

座る 

  

        

 地震発生  管理職不在の場合は、職員室にい

る教員が対応する。 

  

        

 教室にいると危険か      

       

    校内放送で危険がないことを

知らせる。 

  

      搬出(事務主

事・ビソー工

業)重要書類

の搬出をす

る。 

 副校長が校内放送で避難させる。火災が発生した場合は、消防署、

警察署、教育委員会に連絡する。(管理職が不在の場合は職員室にい

る教員。) 

 担任は、児童を安全に体育館、または校庭へ避難誘導する。 

 人員の異常の有無を報告する。 

 事務主事等は児童が安全に避難したか確認し、報告する。 

 

        

    救護(養護教諭) 

  負傷者の救護にあたる。 

  

       

 （学校を含むエリアの震

度５弱以上の地震が発生

の場合） 

児童を学校に待機させ、

保護者に引き渡す 

  ＜校長・副校長＞ 

 

  ○情報の整理と提供 

  ○保護者等への説明 

  ○報告書の作成 

  ＜生活指導部会＞ 

  ○反省、マニュアルの見直し 

＜担任・養護教諭等＞ 

  ○心のケア 

     

 （三次避難場所） 

赤塚公園に避難し、保護

者に引き渡す 
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地震発生         

        

児童を緊急避難させる 

  「落ちてこない」「倒れてこない」場所を見つけて座る。 

  

        

今いる場所はどこか    自宅に帰る。  

       

学校に来る。体育館に集合する。 

 専科は、校庭で、児童を体育館に誘導す

る。 

 担任、校長は、体育館で児童の登校を確

認する。 

 副校長・専科は、職員室で情報を収集、

整理する。 

  搬出(事務主事・光管

財)重要書類の搬出を

する。 

        

    救護(養護教諭) 

  負傷者の救護にあたる。 

 

        

（学校を含むエリアの震度５弱以上の地

震が発生の場合） 

児童を学校に待機させ、保護者に引き渡す 

 ＜校長・副校長＞ 

 

  ○情報の整理と提供 

  ○保護者等への説明 

  ○報告書の作成 

  ＜生活指導部会＞ 

  ○反省、マニュアルの 

  見直し 

＜担任・養護教諭等＞ 

  ○心のケア 

     

（三次避難場所） 

赤塚公園に避難し、保護者に引き渡す 

    

        

        

 

 

 

 

 

 

緊
急
事
態
発
生
時
の
対
応 

事
後
の
対
応
等 



 

（６）東海地震の対応 

大災害が予想される  

      

警戒宣言発令  警戒宣言の発令はなし   

      

帰宅させるか学校待機にするか判断する。 

                 （校長・副校長・教務主任） 

 

      

職員を集め、これからの対策を指示する。 

（校長・副校長・教務主任） 

 

      

帰宅させる   学校待機  そのまま授業

を続ける 

      

保護者へ引き取りに来てもらうことを、 

メールの一斉送信で知らせる。（副校長） 

 

      

 

 

・児童は下校の準備をする。 

・学年毎に校庭に行くよう放送を入れる。（副校長・専科） 

・校庭にクラス表示をしたコーンを置く。（専科） 

・児童は防災頭巾を着用して避難する。 

・担任は、人数確認をして本部に報告をする。 

・学校長は、児童・保護者へ避難を行うことに 

関する話をする。 

・防災児童カードをもとに保護者へ引き渡す。 

・２０分たっても保護者が来ない児童は、図書室にて待機させる。

（看護は避難訓練担当） 

  

 

 

     

＜校長・副校長＞ 

   ○情報の整理と提供 ○保護者等への説明 

   ○報告書の作成 

 ＜生活指導部会＞ 

   ○反省、マニュアルの見直し 

 ＜担任・養護教諭等＞ 

   ○心のケア 
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